
令和６年度報酬改定に伴う主な加算について 

１ 児童指導員等加配加算 
 配置形態（常勤・非常勤等）や経験年数に応じた評価に見直されました。 

Ｒ５区分（旧） 

→ 

Ｒ６区分（新） 

２ 専門職員（理学療法士等） 見直し ４ その他の従業者  

３ 児童指導員等 見直し ６ 常勤専従（経験５年以上） 新設 

４ その他の従業者  ７ 常勤専従（経験５年未満） 新設 
５ 専門職員（保育士） 見直し ８ 常勤換算（経験５年以上） 新設 
  ９ 常勤換算（経験５年未満） 新設 

【算定要件】 
   基本人員（管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員又は保育士の合計数が２人以上）に加え、

「児童指導員等」や「その他の従業者」を配置（常勤又は常勤換算「1.0」以上）した場合に算定可能です。 
※基本人員が欠如した場合は加算を算定できません。 
※上記６・７・８・９（新設）については、基本人員に加えて【児童指導員等】を配置し、児童福祉事業等に従

事した【経験年数】や、配置形態（常勤専従又は常勤換算「1.0」以上）により異なる区分の算定となります。 
※「４ その他の従業者」については、従来通り、基本人員に加えて「その他の従業者」を常勤換算「1.0」以上の配

置で算定可能です。 
※管理者と児童指導員を兼務している職員を加配支援職員として配置している場合、本加算が求める「専従」を

満たさず、「常勤換算」となります。 
【出典】厚生労働省 
令和 6 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関する Q&A VOL.３(令和 6 年５月２日) 

 
①【児童指導員等】 

・児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援
学校免許取得者、心理担当職員（心理学修了等）、視覚障害児支援担当職員（研修修了等）、強
度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者 

②【経験年数】 
・児童福祉事業（特別支援学校又は特別支援学級での教育を含む）に従事した経験年数をいいます。 
・本加算の経験年数は、資格取得又はその職種として配置された以後の経験に限りません。（資格取得前
や当該職種に配置以前の「児童福祉事業の経験」も含む） 

 
※常勤換算の場合、児童指導員等とその他従業者、経験年数５年以上の者と５年未満の者を組み合わせて配

置する場合には、低い区分の単位を算定する。 
 
 （例１）基本人員に加え、「常勤換算「0.5」の児童指導員（経験 5 年以上）１名」と「常勤換算「0.5」の保育

士（経験 5 年以上）１名」を配置する場合 
→「８ 常勤換算（経験 5 年以上）」が算定可能です。 

 （例２）基本人員に加え、「常勤換算「0.5」の理学療法士（経験 5 年以上）１名」と「常勤換算「0.5」の児童
指導員（経験 5 年未満）１名」を配置する場合 

→「９ 常勤換算（経験 5 年未満）」が算定可能です。 

資料２－４ 



 （例３）基本人員に加え、「常勤専従の理学療法士（経験 5 年以上）１名」を配置する場合 
→「６ 常勤専従（経験 5 年以上）」が算定可能です。 

 （例４）基本人員に加え、「常勤換算「0.5」の児童指導員（経験 5 年以上）１名」と「常勤換算「0.5」のその
他の従業者１名」を配置する場合 

→「４ その他の従業者」が算定可能です。 
 
２ 専門的支援体制加算・専門的支援実施加算 

 専門的支援加算と特別支援加算が統合され、「専門的支援体制加算」と「専門的支援実施加算」へ見直され
ました。 

Ｒ５区分（旧）  Ｒ６区分（新） 

専門的支援加算 
「２ 理学療法士」 「３ 児童指導員等」 

→ 
専門的支援体制加算 
 （「あり」「なし」（区分分け無し）） 

特別支援加算 
（専門的支援加算との併算定不可） 

→ 
専門的支援実施加算 
 （専門的支援体制加算との併算定可能） 

【専門的支援体制加算】 
基準の人員（管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員又は保育士の合計数が２人以上）に加え、
専門職員として理学療法士等(※)を 1.0 以上配置（常勤又は常勤換算）していること 
※基本人員が欠如した場合は加算を算定できません。 

【専門的支援実施加算】 
理学療法士等(※)を配置（常勤・常勤換算でなく単なる配置で可）し、個別支援計画を踏まえ、理学療法
士等が、専門性に基づく評価・計画に則った５領域のうち特定又は複数の領域に重点を置いた支援を行うため
の専門的支援実施計画を作成し、当該計画に基づき支援を行うこと。 

（※）理学療法士等 
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士（◆）、児童指導員（◆）、心理担当職員（心理
学修了等））又は視覚障害児支援担当職員（研修修了等） 

（◆）保育士又は児童指導員︓資格取得・任用から５年以上児童福祉事業に従事したものに限る。 
 
３ 延長支援加算 

 算定要件の見直し 
Ｒ５（旧）算定要件  Ｒ６（新）算定要件 

営業時間が 8 時間以上であ
り、営業時間の前後の時間に
おいて支援を行った場合（人
員基準により置くべき直接支
援職員１名以上を配置） 

→ 

基本報酬における最長の時間区分に対応した時間（◆）の発達支援
に加えて、当該支援の前後に預かりニーズに対応した支援を計画的に行
った場合（※）で職員を２名以上配置 
（うち１名は人員基準により置くべき職員（児童発達支援管理責任者
も配置可）） 
◆サービスや支援日によって異なります。 
 ・児童発達支援 

→支援時間５時間以上・運営規程に定める営業時間６時間以上 
 ・放課後等デイサービス（平日） 

→支援時間３時間以上 
 ・放課後等デイサービス（学校休業日） 



→支援時間５時間以上・運営規程に定める営業時間６時間以上 
 ・重心型事業所（児発・放デイ） 

→運営規程に定める営業時間８時間以上（従来通り） 
（※）上記の支援時間による支援の前後に、個別支援計画（支援が

必要な理由、延長時間、支援内容等）に位置付けて延長支援
１時間以上を行うことが必要です。 

（※）児童又は保護者の都合により延長支援時間が１時間未満とな
った場合のみ「30分以上1時間未満」の算定が可能です。（30
分未満は対象外） 

 
４ 「支援プログラム」の作成及び公表 

 令和６年４月１日より、児童発達支援、放課後等デイサービスの総合的な支援の推進及び事業所の提供す
る支援の見える化を図ることを目的として、新たに、５領域（「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コ
ミュニケーション」「人間関係・社会性」）との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画とし
て「支援プログラム」の作成及び公表が求められており、令和７年４月１日以降に公表及び川崎市への届出がさ
れていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されます。 
※新規指定申請時には、「支援プログラムの公表状況に関する届出書」を御提出いただき、あわせて「支援プログ
ラム」を指定当日から公表していただきます。 

 
 
 
 
※「報酬改定に関する届出」が必要な加算等を厚生労働省通知（概要）等から一部抜粋 

◆令和６年度障害福祉サービス等報酬改定について ≪こども家庭庁 HP≫ 
https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei 

◆令和６年度障害福祉サービス等報酬改定について ≪厚生労働省 HP≫ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html 

 

https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html

